
12
月
31
日
ま
で
に
支
払
っ
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
は
、
所
得

税
や
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
金
か
ら
直
接
差
し

引
か
れ
た
場
合
は
、
直
接
差
し
引

か
れ
た
年
金
受
給
者
本
人
の
控
除

と
な
り
、
口
座
振
替
や
納
付
書
で

支
払
っ
た
場
合
は
、
実
際
に
支

払
い
を
し
た
人
の
控
除
と
な
り
ま

す
。
１
年
間
の
支
払
額
を
知
り
た

い
人
は
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
参

の
上
、
担
当
窓
口
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

　

料
に
つ
い
て　

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

　

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ

　

い
て

　

市
民
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-
３
９
５
８

【
扶
養
控
除
の
見
直
し
】　　

　

平
成
24
年
度
か
ら
、
扶
養
控
除

が
見
直
さ
れ
ま
す
。
記
載
し
て
い

る
年
齢
は
平
成
24
年
１
月
１
日
現

在
の
年
齢
で
す
。

　

・
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養

　

控
除
の
見
直
し（
図
表
１
、２
参
照
）

　

年
少
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満
の

扶
養
親
族
）
に
係
る
扶
養
控
除

（
33
万
円
）
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、市
県
民
税
（
住
民
税
）

の
非
課
税
限
度
額
等
の
算
定
に
必

要
で
す
の
で
、
必
ず
扶
養
親
族
の

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

・
特
定
扶
養
親
族
（
16
歳
以
上
19

　
歳
未
満
）の
控
除
額
の
変
更（
図

　

表
１
、２
参
照
）

　

高
校
の
授
業
料
無
償
化
に
伴

い
、
特
定
扶
養
親
族
（
16
歳
以
上

23
歳
未
満
）
の
う
ち
年
齢
16
歳
以

上
19
歳
未
満
の
人
に
係
る
扶
養
控

除
の
上
乗
せ
部
分
（
一
般
扶
養
控

除
の
控
除
額
を
上
回
る
12
万
円
の

部
分
）
が
廃
止
さ
れ
、
扶
養
控
除

の
額
は
45
万
円
か
ら
33
万
円
に
な

り
ま
す
。

　　

所
得
税
と
市
県
民
税
の
申
告
相

談
が
、平
成
24
年
２
月
16
日
（
木
）

〜
３
月
15
日
（
木
）
に
行
わ
れ
ま

す
。
申
告
が
必
要
な
人
は
、
早
め

に
必
要
な
書
類
な
ど
を
準
備
し
ま

し
ょ
う
。

【
還
付
申
告
は
税
務
署
で
１
月
か

ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
】

　

瀬
戸
内
市
役
所
で
の
平
成
23
年

分
の
所
得
税
確
定
申
告
に
関
す
る

相
談
や
申
告
の
受
付
は
、
平
成
24

年
２
月
16
日
（
木
）
か
ら
で
す

が
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

は
、
税
務
署
で
平
成
24
年
１
月
４

日（
水
）か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書

を
早
め
に
提
出
す
る
と
、
税
金
の

還
付
も
早
く
な
り
ま
す
。
３
月
に

な
る
と
大
勢
の
人
が
申
告
を
す
る

た
め
、
還
付
金
の
支
払
い
に
２

カ
月
ほ
ど
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
準
備
が
で
き
た
人
は
、
早
め

に
還
付
申
告
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
金
額

を
確
認
し
ま
し
ょ
う
】

　

平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら
同
年

払
っ
た
寄
附
金
に
つ
い
て
、
寄
附

金
税
額
控
除
の
適
用
下
限
額
が

５
千
円
か
ら
２
千
円
に
引
き
下
げ

ら
れ
、
よ
り
少
額
の
寄
附
で
も
税

額
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

控
除
を
受
け
る
に
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
ま
た
は
住
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

▽
控
除
の
対
象

①
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金

　

会
や
住
所
地
の
日
本
赤
十
字
社

　

支
部
に
対
す
る
寄
附
金 

②
都
道
府
県
・
市
区
町
村
へ
の
寄

　

附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

③
住
所
地
の
都
道
府
県
ま
た
は
市

　

区
町
村
の
条
例
で
指
定
す
る
寄

　

附
金

※
①
〜
③
以
外
の
寄
附
金
に
つ
い

　

て
は
、
所
得
税
か
ら
控
除
で
き

　

る
場
合
で
あ
っ
て
も
住
民
税
か

　

ら
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
。

▽
控
除
の
手
続
き

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

は
、
毎
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日

ま
で
に
支
払
っ
た
寄
附
金
に
つ
い

て
、
翌
年
３
月
15
日
ま
で
に
所
得

税
の
確
定
申
告
で
寄
附
金
控
除
を

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
際
、
寄
附
金
の
領
収
書
を

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

税・保険料についてのお知らせ

で
、
寄
附
金
の
領
収
書
は
確
定
申

告
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
て
い
な
い
人
で
、
住
民
税
の
寄

附
金
控
除
だ
け
を
受
け
る
場
合

は
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
１
４

　

瀬
戸
内
市
内
に
事
業
用
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
地
方

税
法
第
３
８
３
条
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
償
却
資
産
の
申
告
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
該
当
す

る
人
は
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
申
告
が
必
要
な
人

　

個
人
や
法
人
で
事
業
を
行
っ
て

い
る
人
（
工
場
や
商
店
な
ど
を
営

ん
で
い
る
人
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー

ト
を
貸
し
付
け
て
い
る
人
、
農
業

者
、
漁
業
者
な
ど
）
の
う
ち
、
平

成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
事
業
用

の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人

▽
申
告
す
べ
き
資
産

　

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
に
お

い
て
、
瀬
戸
内
市
内
に
所
在
す
る

事
業
用
償
却
資
産
（
自
己
が
使
用

し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
他
人
に

貸
し
付
け
て
い
る
も
の
も
含
む
）

▽
提
出
期
限　

平
成
24
年
１
月
31

　
日
（
火
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
６
９-

２
２-

１
１
８
１

　

年
齢
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
人

の
扶
養
控
除
額
は
以
前
と
変
わ
ら

ず
45
万
円
の
ま
ま
で
す
。

　

・
同
居
の
特
別
障
害
者
に
対
す
る

　
障
害
者
控
除
の
見
直
し（
図
表
３
参
照
）

　

改
正
前
の
同
居
特
別
障
害
者
加

算
の
特
例
は
、
配
偶
者
控
除
の
額

ま
た
は
扶
養
控
除
の
額
に
23
万
円

を
加
算
す
る
措
置
と
し
て
講
じ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
年
少

扶
養
親
族
（
16
歳
未
満
の
扶
養
親

族
）
に
係
る
扶
養
控
除
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
特
別
障
害
者

の
場
合
の
障
害
者
控
除
の
額
（
30
万

円
）
に
23
万
円
を
加
算
す
る
措
置
に

改
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
同
居
特
別
障
害

者
の
場
合
の
障
害
者
控
除
の
額
は

53
万
円
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
年
少
扶
養
親
族
に
対
す

る
扶
養
控
除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
年
少
扶
養
親
族
が
障

害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
障
害
者

控
除
は
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の

特
定
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
、
同

居
特
別
障
害
者
の
場
合
の
障
害
者

控
除
の
額
は
86
万
円
に
な
り
ま
す
。

【
寄
附
金
税
額
控
除
の
拡
充
】

　

平
成
23
年
１
月
１
日
以
降
に
支

図表２

控除対象扶養親族の年齢 現行の控除額
（H23 年度まで）

改正後の控除額
（H24 年度から）

16 歳未満　※ 1 33 万円 0円（控除対象外）

16 歳以上 19 歳未満　※ 2 45 万円 33 万円

19 歳以上 23 歳未満　※ 3 45 万円（変更なし）

※１　16歳未満…平成 8年 1月 2日以降生
※２　16 歳以上 19 歳未満…平成 5年 1月 2日生～平成 8年 1月 1日生
※３　19 歳以上 23 歳未満…昭和 64 年 1月 2日生～平成 5年 1月 1日生

図表１

控除対象扶養親族
（年齢）

同居特別障害者控除
・扶養控除合計額
現行

（H23 年度まで）
改正後

（H24 年度から）

配偶者
一般（70 歳未満） 86 万円（変更なし）

老人（70 歳以上） 91 万円（変更なし）

扶養親族

一般（16 歳未満） 86 万円 53 万円

特定（16 歳以上 19 歳未満） 98 万円 86 万円

特定（19 歳以上 23 歳未満） 98 万円（変更なし）

その他（23 歳以上） 86 万円（変更なし）

老人（70 歳以上） 91 万円（変更なし）

同居老親（70 歳以上） 98 万円（変更なし）

図表３

 

平
成
24
年
度
以
後
の
市
県
民
税

 （
住
民
税
）
の
主
な
改
正
点

 

平
成
23
年
分
確
定
申
告

 
平
成
24
年
度
償
却
資
産
の
申
告

一般扶養控除

33万円

同居老親等
加算
7万円

一般扶養控除

33万円

老人

扶養

控除

33万円

特定

扶養

控除

45万円

一般扶養控除
33 万円

上乗せ分 12 万円

廃止

廃止

15 232219 6916 18 70（年齢）


